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○緒嶋委員長 ただいまから議員定数・選挙区

調査特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）のとおり進め

てよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、委員協議に入りますが、その前

に、前回の委員会で資料要求のありました「一

票の格差の全国の状況」等について、書記のほ

うより説明させたいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、松下書記、よろしく

お願いします。

○松下書記 それでは、御説明いたします。

お手元の資料１をごらんください。１枚目

は、「一票の格差に関する全国の状況」につい

てであります。一番左側の表が今期における特

例選挙区を除いた一票の格差の状況でありま

す。これを格差の大きい順に並びかえたのが一

番右側の表であります。一番格差が大きいのが

北海道の3.52倍、その次の岡山県からは３倍以

下の格差が続いておりまして、本県は1.93 倍で

ありまして、格差が最も小さいのは鳥取県

で1.37倍となっております。次に、中央にある

表についてでありますが、公職選挙法15条８項

ただし書きの規定を適用している県、これが丸

がついている29県でありますが、このただし書

き規定を適用している県の中で人口比例定数ど

おりに定数等を設定した場合の一票の格差をま

とめたものであります。北海道の例を見ます

と、人口比例定数どおりに定数を定めた場合で

も、一票の格差は3.15倍と３倍を超えておりま

す。これにただし書き規定の適用を行ったこと

によりまして格差が3.52倍と、さらに0.37倍分

大きくなっているということであります。この
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ただし書き規定の適用によって最も格差が広

がってしまっている県は京都府であります。人

口比例定数どおりであれば1.74倍の格差である

ものが、ただし書きを適用したことによっ

て2.89倍とかなり大きくなっております。

次に、２枚目をごらんください。「都道府県

議会議員選挙に係る一票の格差の判例につい

て」であります。一票の格差に関する考え方、

どの程度なら許されるのか等については、いろ

いろな考え方があろうかと思いますが、最も大

きなよりどころとしては、やはり判例であろう

かと思います。まず、最高裁の判決の抜粋、こ

れは千葉県議選に係る平成11年に出された判決

ですが、その要旨を紹介します。１、公選法15

条８項は、憲法の要請を受け、定数配分につ

き、人口比例を最も重要かつ基本的な基準と

し、投票価値の平等を強く要求している。これ

は、公選法にある人口に比例して各選挙区の定

数を定めるとする条文のことを指しておりま

す。２、とはいえ、選挙区、選挙区への定数配

分に関する公選法の規定等からすれば、選挙区

間における議員１人当たりの人口の格差は、１

対３を超えることがあり得る。これは、先ほど

の北海道のように、原則どおりに定めても３倍

を超えるような例もあり得るということであり

ます｡また、同項ただし書きは、人口比例の原則

に修正を認め、特別の事情があるときは、おお

むね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して

定めることができるとしている。したがって、

定数配分規定、これはいわゆる各県議会が定め

る条例のことなんですが、条例が同項、公選法

に違反するものでないかどうかは、この当該条

例が議会の裁量権の合理的行使として是認され

るかどうかによって決するほかはないとなって

おります。すなわち、各県議会が合理的な理由

をもって、各選挙区の定数等を定めているかど

うかによって違法性を判断するということであ

ります｡

次に、この合理性の判断に関しまして、判例

の解説書の抜粋の要旨を御紹介しますが、１、

具体的な格差が投票価値の平等の要求に反する

かどうかについての判例の考え方を整理する

と、（１）当該条例により生ずる選挙区間の格

差の数値、格差の実際の数値ということです。

（２）当該条例が、人口比定数による格差を拡

大するか減縮するか。（３）逆転現象の存否及

びその数、定数２以上の顕著な逆転現象の存否

及びその数などを考慮して合理性の有無を判断

するというものであるとなっております。 ２、

判例は、（１）の格差の数値に特定の限界（例

えば１対３）を設けて一律に判断しているので

はなく、（２）の人口比定数との対比や（３）

の逆転現象の程度等をも重要な考慮要素とし

て、総合的な判断によって、合理性の有無を決

していると見られるとなっております。前回の

委員会等では「おおむね３倍以上」が違法とさ

れていると御説明したところですが、決して３

倍を超えていれば即違法というわけではなく、

また、３倍以内であれば必ず合法というわけで

もなく、人口比例定数上の格差との比較など、

その他の事情も考慮して、総合的に判断されて

いるということであります｡

以上で資料１の説明は終わります。

○緒嶋委員長 ただいまの説明について、質疑

等はございませんか。

○蓬原委員 今の説明の判例解説書の抜粋要旨

の１の（３）、後ろのほうの「定数２以上の顕

著な逆転現象の存否」というのをもうちょっと

わかりやすく説明を。

○松下書記 通常は人口の多い選挙区の順番ど
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おりに定数も多い順となります。人口比例どお

りであれば通常はそう並ぶんですが、逆転現象

というのは、それが逆転してしまうということ

です。その中でも逆転の度合いがかなり大きく

て、本来ならば、例えば、Ａ選挙区が３名、Ｂ

選挙区が２名であるべきところを、Ｂ選挙区の

ほうを例えば４名ないし５名とか、Ａ選挙区よ

りも１名の逆転だけではなく２名、大きい逆転

現象を起こしているということでありまして、

ただし書き規定を適用して、人口の少ない地域

などに定数を持っていった場合に逆転現象が起

こり得るわけですが、そういう場合に、余りに

も顕著に定数を移動させることは、裁判ではそ

れが違法性の判断の一つになりますよというこ

とです。

○蓬原委員 例えば､過去、私どもの北諸県郡選

挙区と日南・南那珂、２と３、これは明らかに

逆転現象ですね。２と３、その差は１ではなく

て、これが例えば２と４とかいうふうにさらに

広がった場合というふうに考えればよろしいで

すか。

○松下書記 そういったことであります。差が

２以上ですね。

○緒嶋委員長 ２と４になるとかということで

しょう。

○松下書記 はい。

○緒嶋委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、委員協議に入りま

す。

本日は、今後の委員会において検討すべきテ

ーマを整理した上で、それぞれのテーマについ

て各委員の見解をお伺いしていきたいと考えて

おります。

それでは、まず、資料２の今後の委員会にお

いて検討すべきテーマをごらんください。大き

く分けて４つのテーマを設けております。Ａは

今後の協議に際して基準とする人口をどうする

か、Ｂは総定数をどうするか、Ｃは任意合区を

どうするか、すなわち、選挙区割りについてで

あります。Ｄは15条８項ただし書きをどうする

かであります。それぞれのテーマ、特にＣとＤ

などは密接に関係しているものでありますが、

まずは一つ一つのテーマに絞って議論を行う方

法がよろしいかと考えておりますので、そのよ

うに進めさせていただきます。

それでは、まず、Ａの基準とする人口につい

て委員の皆さんの御意見を伺いたいと思います

が、その前に、このことについて書記のほうよ

り概要の説明をさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、松下書記、よろしく

お願いします。

○松下書記 それでは、御説明いたします。

資料２のままですが、基準とする人口の選択

肢としましては、①の平成17年国勢調査の結果

に基づいた設定を行うか、②の平成22年の国勢

調査の結果、これは現在の推計人口等の動向か

らその結果を予想するしかないわけですが、こ

れに基づいた設定を行うのと、２通りがござい

ます。

詳細につきまして資料３で御説明したいと思

います。議員定数等を定める際に基準とする人

口についてであります。まず、１の地方自治法

等における人口の定義ですが、「官報で公示さ

れた最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な

人口調査の結果による人口による」と、国勢調

査の結果によりなさいというふうになっており

ます。そこで、次の国勢調査の予定ですが、平
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成22年10月に実施され、12月に速報値が公表さ

れます。その４カ月後に県議会議員選挙が行わ

れる予定となっております。すなわち、法律上

は平成22年の国勢調査に基づいた設定が必要と

いうことになります。

さて、このような場合の判断の参考となる判

例等でありますが、まず、最高裁の判例であり

ますが、これは、一票の格差が争われた裁判に

係る判例であります。国調人口の公示から８カ

月後に行われた選挙―これは格差が3.81倍の

選挙でありました―について、格差自体は議

会の合理的裁量の限界を超えているが、いまだ

是正のための合理的期間は経過していないこと

から、条例が違法とは断定できないという判決

が出ております。これは、あくまで一票の格差

が争われた裁判の判例でございます｡

次に、地方自治法の逐条解説でございます

が、これは全く逆でございまして、これは、地

方自治法ですので、総定数の設定に係る解釈で

ありますが、国勢調査の公示後、選挙までに条

例改正の暇がない場合があり得るが、このよう

な場合であっても、毎年の住民基本台帳人口の

動向等から国勢調査の結果を的確に予想するこ

とにより、適切な対応が求められようとなって

おります。予想できるところはきちんと予想し

て対応するべきであるという判断でございます｡

では、実際に本県の場合、どのような影響が

あるのか、平成17年の国調人口と現在の推計人

口で比較をした結果についてでありますが、ま

ず、総定数については、法定上限数が下がるの

みでありますので、条例定数には特に影響はあ

りません。次に選挙区割りについてですが、こ

れは宮崎郡が合区の対象となるのかどうかに影

響が出てまいります。詳しくは次の２枚目をご

らんください。平成17年の国勢調査人口とこと

し６月１日現在の推計人口であります。各選挙

区の人口を比べていただきますと、宮崎市以外

は軒並み減少しております。そして、下のほう

の合計の欄ですが、平成17年国調の人口は115

万3,000人ですが、ことし６月１日現在の人口

は113万6,900人となっておりまして、これによ

り、その下になりますが、法定上限数が48名か

ら47名となってしまうことになります。そし

て、先ほど申しました宮崎郡についてでありま

すが、右の②の配当基数の欄を見ていただきま

すと、平成17年の国調人口ベースでは0.995であ

りますが、現在の推計人口ベースでいきます

と1.003と１を超えておりまして、任意合区の対

象ではなくなっております。このように、宮崎

郡の任意合区については、慎重な検討が必要で

あると言えます。なお、これは、あくまで合区

を検討する場合のことでありまして、宮崎市と

の合併が行われた場合には当然合区の検討は不

要ですので、影響はないものとなります。最後

に、一番右の③の人口比例定数についてです

が、郡市間の大規模な人口移動は現在のところ

ありませんので、こちらには特に影響はないと

ころであります｡

以上で説明を終わります。

○緒嶋委員長 それでは、この基準とする人口

について、何か御意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 御意見がないようではあります

が、Ａの国勢調査の17年度を基準として、今後

議論を深めるのか、22年の国勢調査の結果、想

定でありますけれども、予想に基づいた人口を

基準とするか、今後の大きな分かれ目といいま

すか、いつを基準にして議論を深めるか、これ

が一番重要なところかなというふうに思います

が。
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○福田委員 前回の委員会で、今年の12月まで

に方向性を出すということを申し合わせました

から、おのずから選択肢が狭まってくるような

感じがするんですが、その辺はどう考えられま

すか。

○緒嶋委員長 ことし中に一応結論を出そう

と、そして、年明けての２月議会での議決をし

ようかというような話がこの前から出たわけで

すが、そうなればおのずと決まってくるんじゃ

ないかという、遠回しでありますけれども、そ

ういう表現でありますが。そうなれば22年では

なく、17年の国勢調査の結果に基づいてという

ことになりますかね。

○福田委員 物理的にも22年は無理でしょう。

○緒嶋委員長 想定ではだめだ、やはり選挙民

の皆さんに対する説明責任ということから言え

ば、確定しておる国勢調査の結果に基づいてや

るべきではないかなという気もするんですが、

これはここで決めるということではなく、そう

いう方向性を一応自覚して、これは当然、各会

派でまた議論を深めていただかなければ、ここ

だけの結論で今後進むかというのはちょっと難

しいので、一応、ここではそういうような大方

の意見であったというようなことでいいです

か。

○黒木委員 17年の国勢調査と現在で推計して

みて１万5,000人ぐらい減っていますね。 そう

いう人口の減少しておる中で、17年度をどうし

て取り入れたのかということになった場合に、

いいんですかね。

○松下書記 この問題はまだ他県議会等も非常

に悩んでいるところのようでして、どちらを選

択するかという問い合わせもこちらにも届いて

いるところであります。今回、今、委員長が

おっしゃったように、どちらか一つを決めるの

は今の時点では難しいと考えられます。今、黒

木委員のおっしゃったように、今の推計人口が

こういう状況なので、17年を採用するのはいか

がなものかという御意見もありますし、他県議

会の動向とかを踏まえた上で、最終的には12月

なりの時点でどちらかを選択して決定せざるを

得ないということでございますが、当面の議論

に関しては、17年で進めておいて、最後、12月

の時点で判断するというような手法でもよろし

いのかなとは思います。

○黒木委員 人口が減るということになると、

一票の格差というものはかなり広がるような感

じがするんですね。どうしても都市部の人口は

そう減らないけれども、中山間部のほうが人口

は減っているわけですから、格差というのがど

んどん広がっているような気がするもんですか

ら、そこ辺は十分気をつけてやらないと。

○緒嶋委員長 そういうことを踏まえて、ここ

では結論ではないけれども、そういう２つの意

見が出たということを認識しながら、また十分

各会派でも議論していただいて、次の委員会等

でまた議論を深めていただくということでいい

ですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、意見もいろいろござ

いましたけれども、次に進みたいと思います。

資料２のほうにお戻りください。次はＢの総

定数についてであります。40名以下にするとい

うことは既に確認されておりますが、最も少な

い総定数のほうを36としております。これは、

昨年度の委員会において各会派から提示されま

した総定数のうち、最も少ない総定数が36で

あったためであります。総定数は、選挙区割り

等を検討する前に一つに決めることはなかなか

難しいかと思いますが、少しずつでも範囲を絞
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り込んでいくことも必要であろうかと考えま

す。それでは、この総定数に絞って何か御意見

等はございませんか。36は「愛みやざき」のほ

うから出た数字ではなかったかと思いますが、

一応、この中からどこかに落ちつかなければな

らないというふうには思いますけれども、皆さ

ん方の御意見を改めて伺いたいと思います。

○坂元委員 総定数というのはおのずと、任意

合区をどうするか、格差をどこまで認めるかに

よって決まってくると思うんです。ですから、

この辺の論議を先にして、結局は36になったと

か、やっぱり格差がこれだけ認められるのな

ら、この辺をもうちょっと減らしていいんじゃ

ないかとか、いろいろ出てくると思うんで、ま

ず合区、選挙区のあり方から決めていかないと

決まらないんじゃないかと思うんですけど、最

後には。

○緒嶋委員長 ほかには御意見ございません

か。今のは任意合区とか15条８項ただし書き等

の絡みの中での議論を先にやったほうがいいん

ではないかなという御意見だと思いますが、何

かありますか。

○松村委員 任意合区を含めた区域の話を今度

持ってこないと、今までは人数の大枠みたいな

形で話をされたので、今度は任意合区を含めた

選挙区の大枠みたいな考え方を進めていかない

と、それで総合的にまた定数の話に入っていく

んだろうと思います。任意合区を含めた選挙区

は今までちょっと議論が少ないんじゃないか

と。こっちをちょっと進めていただきたいなと

思います。

○緒嶋委員長 ほかに御意見はございません

か。

それでは、これはお手元の資料２のＣ、Ｄ等

も絡んでくるということでありますので、そこ

あたりも含めて議論していただくと。その中で

おのずと定数も決まるんじゃないかということ

でありますので、任意合区や15条８項ただし書

きのことも絡めて、皆さん方の御意見を伺いた

いと思います。

その前に、Ｃの任意合区についてであります

が、まずこのことについて書記のほうより説明

をしていただいて議論を深めたいと思います。

○松下書記 御説明いたします。

資料４をごらんください。任意合区の検討に

ついてであります。

まず、法令等の確認ですが、公選法15条１項

で「都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の

区域による」、７項で「前項等の規定により選

挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議

院議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的

に考慮して合理的に行わなければならない」と

なっております。次に、本県の状況ですが、任

意合区の行われている選挙区は日南市・南那珂

郡であります。次に、総定数40名の場合に任意

合区の対象となる郡市、これは平成17年の国勢

調査の人口ベースでいきますと、串間市、えび

の市、北諸県郡、西諸県郡、西臼杵郡、宮崎郡

であります。宮崎郡は先ほど申しましたよう

に、推計人口ベースでは合区の対象とはなって

おりません。次に、全国の状況ですが、任意合

区というものを実施している県、これは本県を

含めて23都府県と約半分となっております。

次に、２は、昨年度の委員会等におけるこれ

までの議論をまとめたものであります。まず、

任意合区が必要とする意見でありますが、理由

１、死に票の多い１人区の解消につながること

から、有権者の選択肢が広がり、より民意を反

映することができる。理由２、選挙区を広くす

れば定数削減の痛みを分かち合うことができ
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る。複数人区だけを定数削減の対象とするのは

よくない。理由３、広域行政の実態に沿った選

挙区設定ができる。地方分権の受け皿づくりと

も言える広域行政の推進について、議会として

の姿勢を示すことができる。逆に、任意合区は

不要とする意見でありますが、理由１、公職選

挙法の原則は、郡市による選挙区設定であり、

尊重すべきである。理由２、１人区の合区によ

り、その地域の議員の確実な選出が担保されな

くなる。中山間地域の住民は、自分の地域の代

表である議員の選出を強く求めているなどであ

ります。以上のように、さまざまな意見が出て

いるほか、それぞれの理由に対しましてもそれ

ぞれ反対する意見が出されておりまして、なか

なか統一的な判断を下すことが難しいようなも

のとなっております。

そして、２枚目でありますが、平成17年の国

勢調査人口を基準として、総定数40名の場合に

合区可能な選挙区を地図であらわしたものであ

ります。北のほうからいきますと西臼杵郡、え

びの市、西諸県郡、北諸県郡、宮崎郡、串間市

となっております。こちらは選挙区割りは点線

になっているところであります。これが40名の

場合に合区が可能な選挙区であります。なお、

宮崎郡の場合は先ほど申しましたとおりであり

ます。なお、総定数を39名とした場合ですが、

これは、これらにさらに加えて東諸県郡が合区

の対象となります。さらに、仮に36名とした場

合は、東臼杵郡も合区の対象となりまして、合

区の議論ができるということになります。

それでは、資料２にお戻りいただきたいんで

すが、Ｃの任意合区の選択肢につきましてです

が、①が全く行わない、現行選挙区ベースで設

定するという選択肢、②が合区可能な郡市につ

いてはすべて統一的に行う、もしくは③、任意

合区の是非を個別の郡市で検討して、適当とさ

れる郡市のみ任意合区を行うというものであり

ます。当然、③の場合は、どの郡市を合区する

か個別に合理的な理由をもって判断していく必

要があります。

以上で説明を終わります。

○緒嶋委員長 それでは、この任意合区、すな

わち選挙区割りについて御意見等はございませ

んでしょうか。

○坂元委員 小林・西諸の合併はいつですか。

○松下書記 合併の動向につきましては、詳し

い状況をまだ把握しておりませんので、必要に

応じてまた執行部なりから合併の動向等の御説

明をいただくことが必要かと思います。

○坂元委員 次の選挙までに合併して新しい自

治体ができるとなれば、Ｃの３つのどれにも当

てはまらないということになりはしないかと

思っているんですが、現行はどうですか。

○松下書記 当然、合併の動向を踏まえまし

て、合併をするという状況が非常に濃厚である

場合には、当然、合区そもそもの議論は不要と

いうことになります。必然的に選挙区が合わさ

るということになります。ですので、合併の動

向というのが今、非常に気になるところであり

まして、必要に応じて執行部等からまた説明を

受けることは可能かと考えております。

○坂元委員 原則として現行選挙区どおりとい

うことで、そういう場合は別だということです

ね。

○緒嶋委員長 今の合併の動向等については、

また執行部のほうから状況等を次の委員会等で

も伺おうかなというような気もしますので、ま

たそこ辺は執行部と検討してみます。

○蓬原委員 Ｃについてですが、任意合区をす

るかしないか、前年度もある程度この２つのこ
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とをベースにやってきたと思うんですが、３番

目の個別、いわゆる統一ルールでやらないと、

それぞれの事情で、ここはやる、ここはやらな

いというやり方というのは、非常にこの裁量と

いうか、地域の裁量等が働いて、現在でも、名

前を出して失礼ですが、任意合区を部分的に

やっているところがあるわけですね。過去の経

緯をたどるとそういうことが逆転現象につな

がったりしてきたところがあると思うんです。

ですから、やはりどっちをとるにしても、ルー

ルは全県統一ルールでやることが将来的にも混

乱を防ぐことになると思いますので、統一ルー

ルでやるべきだと。どっちということはまだ今

のところ申し上げられません。

○福田委員 今の蓬原委員の意見のとおりであ

りますが、そうしますと選択肢は１と２しかな

いんですね。３を入れますと大混乱をしますか

ら。１項目と２項目での選択、こういうことに

なりますね。

○図師副委員長 私のほうから説明のつけ加え

なんですが、合区する、イコール定数を減らさ

なくてはいけないということではなくて、合区

は合区、そこの定数をさわるかどうかはまた別

の問題で、今、蓬原委員が言われたように、合

区を全県下した場合、全部の選挙区から定数を

１ずつ減らさなきゃいけないということではな

くて、合区するということは、また定数をさわ

るとは別問題ということで理解をしていただき

たいと思います。

○緒嶋委員長 定数の数とは関係ないことです

ね。ここ辺が一番どうするかというのが議論の

分かれ目かなという気もするわけですね。日南

・南那珂は来年だから、ここは③ではないこと

になりますね、条件的には。任意合区の対象

じゃない、当然、郡市が一つということになる

わけですね。

ほかに御意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、①か②によって今

後、議論を深めていくということで、③は今の

ところ、ちょっと考えられないということでい

いですか。ここで結論ではなくて、①か②かと

いうことでありますので、今後、その中で議論

を深めるということでいいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、最後は、Ｄの公職選

挙法15条８項ただし書きについてであります

が、これについて何か御意見等はございません

か。これは、定数の絡みの中でどこまでを許容

範囲とするかということの流れが出てくるかな

というふうにも思うところですが。

○蓬原委員 中山間地域、この問題を取り扱う

ということになると思うので、しっかり議論し

ていかないといかんことかなと思います。

○緒嶋委員長 ここで発言のない方も何か御意

見等はございませんか。いずれにしましても、

慎重にといいますか、議論を深めていかなけれ

ばならないと思いますので、各会派の議論とい

うか、そういうものも今後は大変重要になって

こようかというふうにも思うところでございま

すが。

○図師副委員長 資料４の２枚目でも書記から

説明がありましたが、今、15条８項の適用に

なっているのが東臼杵と西都・西米良区であり

ます。東臼杵区を合区するというふうにした場

合には、もちろん、ここは定数１で考えなくて

はいけないんですが、総定数を36以下にする必

要が出てきます。西都・西米良を児湯郡と合区

するには、ここも定数１とした場合なんです

が、総定数は33以下にしなくてはいけなくなり
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ます。つまり、15条８項適用のところをそのま

ま残す、残さないというのは、一票の格差にも

大きく差が出てまいりますので、山間地の意見

ももちろん集約が大切で、そのまま２として残

した場合には、そのほか合区したところとの格

差が大きく広がるということも皆さん、御認識

いただきたいと思います。

○緒嶋委員長 すべて１人区をなくすというこ

とは、現実的な問題としてはなかなか厳しいも

のがあるかなというような気もするところです

ね。合区をすべてするという前提に立てば、36

以下にするということはちょっと考えられない

かなと思っているんです。削減するにしても、

それをどれだけするかというのはあるんでしょ

うけどね。

諸派の皆さん方は何か御意見はございません

か。

○満行委員 ありません。

○河野安幸委員 あくまでも人口でいく、面積

は全く考慮しないわけなんでしょうか。

○緒嶋委員長 そのあたりは、15条８項ただし

書きが面積等も配慮したことでの取り扱いとい

うことになろうかと。人口が少ないところに配

慮するのが15条８項でありますので、ただ人口

が多いからそこだけに議員の数をふやすという

ことにはならないというのが15条８項というふ

うな感じです。

○河野安幸委員 昨年、各市町村の議長さんに

おいでいただきまして意見をお聞きしたんです

が、県北の議長は特に面積を強く要望されてお

りましたので、あえて言いました。

○緒嶋委員長 そのことも十分、前年度で議論

をされたところであります｡

そのほか、どうですか。

○宮原委員 どこをどうということじゃないん

ですけど、15条８項ということで、例えば他県

の鹿児島市とか大分市とかいうところあたりの

状況、たしか鹿児島はそのままの人口で割った

数で、大分県はこれを使って中山間地のほうに

人数を振っていたような状況があるようですか

ら、そういったところの状況が何か資料として

あれば、前もいただいていたような気はするん

ですが、この中にあるのかもしれませんけど、

そういったところも幾つか示してほしいなとい

うふうに思いました。

○緒嶋委員長 次回のときにその資料を準備さ

せたいと思います。

ほかにございませんか。

Ｄの中で「全く適用しない」「適用する」

は、ここの中の大方の皆さん方の御意見という

のをここで結論を出すのではなくて、各会派の

皆さん、帰られての議論の一つのテーマとして

どうするか。これ、言われた中山間地の問題と

か、そのほかも含めて考えなきゃならんわけで

すが、今、宮原委員から言われた、ほかのとこ

ろも見てみたいというような意見の中ではすぐ

に結論は出ないのかなという気もするわけです

が、これは一応、次回に持ち越しということで

いいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 では、15条８項については、そ

れぞれ各会派でも議論を深めていただきたいと

いうふうに思います。

○図師副委員長 確認なんですが、15条８項は

持ち帰りということで、次回の委員会のときに

は各会派の意向を持ち寄るという形まで持って

いけますか。この15条８項によってほかの選挙

区をどうするかというのがまた変わってきます

ので、どこから手をつけるか、どこからでもい

いんですが、とりあえずどこかから突破口をつ
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くっておかないと、また持ち帰り、また持ち帰

りで、９月議会までにはなかなか方向性が出ら

んと思いますけれども。

○坂元委員 一つのタイムスケジュールを示し

て、それでぴしっと機械的に進んでいかないと

いけないと思うんです。だから、正副委員長で

その機械的なスケジュールをお示しください。

○緒嶋委員長 今、坂元委員から出たようなこ

とを含めて、最終的には11月議会までに一応方

向性を出すということでありますけど、それに

向かって手順を、いずれにしましても、今度の

休会中の委員会と９月の委員会、また10月ごろ

の休会中の委員会、あと３回で結論を出すとい

う形に持っていきたいと思いますが、そのスケ

ジュール等については、また正副委員長でそう

いうような方向性を踏まえながら検討していき

たいというふうに思いますが、いいですか。

○黒木委員 Ｃの問題、全く行わないかどうか

というところが一番問題になってくるわけで

す。前回からもこの問題でずっと進んできたん

ですけど、やっぱりこれを見送りしてきてお

る。ここを会派の中でしっかりやっておかない

と、ここに持ってきても、また同じことを持ち

帰るんですよ。だから、会派の中でいろんな議

論をしておかないとだめだと思うんです。です

から、休会中でも十分時間をとって各会派とも

この部分をどうするかということだけ決めま

しょう。でないと、９月にまた先送りになって

しまうといかんからですよ。

○坂元委員 私が先ほどスケジュールと言った

のは、もし、任意合区というのが県内に散ら

ばったら、あちこちで公聴会でもやらないとお

さまりがつきません。だから言っておるんで

す。機械的にここでやろうとすれば簡単です

よ。そうなると、今のスケジュールでいけば任

意合区ということに踏め込めないだろうなとい

うふうに考えたものだから、お聞きしたんで

す。

○緒嶋委員長 各会派で議論を深めていただい

て、この委員会としても次の委員会のときに方

向性が導き出されれば前に進みやすいというよ

うな気もしますので、十分な議論を深めていた

だきたいというふうに思います。そういうこと

でいいですか。ここは一番難しいところかなと

いうふうに思います。

それでは、最後に、その他でございますが、

次の委員会の開催日についてであります。お手

元の行事予定表をごらんください。正副委員長

としましては、７月30日（水曜日）10時からお

願いしたいと考えておりますが、いかがでしょ

うか。

暫時休憩いたします。

午後１時50分休憩

午後１時51分再開

○緒嶋委員長 委員会を再開いたします。

それでは、次の特別委員会は７月28日午前10

時開会ということでお願いいたします。そのよ

うに決定させていただきます。

それでは、そのほかに委員の皆さんから何か

ございませんか。資料要求等は別にございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、以上で本日の委員会

を閉会いたします。

午後１時52分閉会


